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３ 動物薬事監視業務 

 

（1）動物薬事受託業務（動物用生物学的製剤国家検定業務） 

動物用医薬品製造業者が製造する動物用生物学的製剤の国家検定業務について、申

請の受付け、検定品の抜取り及び封印、検定合格後の解封業務を実施している。 

 

 

 

 

（2）動物用医薬品販売業許認可業務 

動物用医薬品販売業の許可関係事務及び店舗に対する立入検査により、動物用医薬

品の適正販売及び流通過程における品質、安全性の確保に努めている。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                     

（3）動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許認可業務  

動物の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器について、許可関

係事務及び店舗に対する立入検査により、販売及び賃与における安全性の確保に努め

ている。 

区分 
許可及び届出 

店舗数 
新規件数 廃止件数 

立入検査 

件数 

高度管理医療機器等 

販売・賃与業(※許可制) 
15 1 2 6 

管理医療機器販売・賃与業 

(※届出制) 
45 1 5 10 

 

品目数 H29 年度製造・輸入ﾛｯﾄ数 抜取延べ回数 解封延べ回数 

2 4 4 4※ 

区分 許可店舗数 新規件数 廃止件数 
立入検査件数 

(延数) 

店舗販売業 7 0 0 4 

卸売販売業 10 2 0 4 

特例店舗販売業 100 5 3 33 

計 117 7 3 41 


